
様式第２号（第４条関係） 

 

空き家情報バンク登録台帳 （ホームページ公開用） 

登録番号 鏡地域所管 ・ 土佐山地域所管 № ５ 

空き家所在地 高知市針原237 

空
き
家
の
状
況 

構 造 □木造 □鉄筋コンクリート □その他（                 ） 

□平屋建て □２階建て □その他（                   ） 

間 取 り １階：10帖、５帖、３帖、２帖 ２階：10帖×２、６帖、５帖 

付帯物件 
田（    ㎡）畑（東側約18㎡・南側約28㎡）倉庫（90㎡） 

その他(            ) 

面 積 
宅地面積   約 630m2（約190.57坪） 

延べ床面積  約 223.625m2（約67.64坪）（１階 141.875㎡/２階 81.75㎡） 

利用可能箇所 
□全体 □一部（ 倉庫 ）を除く ※倉庫内の荷物の整理完了後であれば利用可

能 

建築時期 約115年前 

利用状況 令和７年10月頃まで利用 

傷み具合 □即入居可 □小修繕必要 □大修繕必要 

賃料等の希望 相手との交渉により決定 

施
設
の
整
備
状
況 

電 気 □有  □無 

ガ ス □プロパン □その他（      ） □無 

飲 用 水 地域で管理している飲料水供給施設 

ト イ レ □水洗 □汲み取り ／ □和式 □洋式 

風 呂 □ガス □その他（ユノックス） □無 

相手方に対する 

要望希望事項等 

・ 現状渡し希望。 

・ 敷地北側の倉庫内の荷物が整理できるまでの間、倉庫北側の敷地を駐車場とし

て利用可能。 

・ 住宅の耐震補強済。 

・ 飲料水は周辺住民と共同で飲料水供給施設（タンク等）を管理しているため、

月額500円負担が必要（当該設備の突発的な修繕が必要になった場合は別途費用負

担が発生する）。 

・ 飲料水給水パイプ（室外）について一部修繕必要箇所あり 

・ 住宅内にあるものは一部譲渡可（応相談）。 

・ 薪ストーブ用の薪は敷地内のものを利用可。 

・ 一部居室の床に修繕が必要な箇所あり。修繕用の板材は用意があるため、利用

自身で修繕することも可能。希望があれば所有者側で修繕対応も可能（費用は所有

者側）。 

・ その他住宅内を改修することは妨げないが、費用は利用者負担とする。 
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【間取り】 

 

その他の留意事項 

  

  

 


